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報告第 １１ 号

健全化判断比率について

令和元年度決算に基づく健全化判断比率について、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より、監査委員の意見を付して、議会に報告する。

令和 ２ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

実質赤字比率 －％

連結実質赤字比率 －％

実質公債費比率 １４．２％

将来負担比率 １１８．６％



Ver.01.00

（単位：％）

地方公共団体
コード

都道府県名 市区町村名 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

313718 鳥取県 琴浦町 - - 14.2 118.6 

団体区分 5.町村

（単位：％）

標準財政規模
（千円） うち臨時財政対策債

発行可能額

早期健全化基準 14.33 19.33 25.0 350.0 

6,263,352 208,266 財政再生基準 20.00 30.00 35.0 

総括表①　健全化判断比率の状況　（令和元年度決算）



Ver.01.00 団体名

（単位：千円）

会　　計　　名 実質収支額 （分母比） 会　　計　　名 資金不足・剰余額 （分母比）

一般会計 387,328 6.2 水道事業会計 320,995 5.1 

住宅新築資金等貸付事業特別会計 10,668 0.2 

一
法

般
適

会
用

計
企

等
業

小　　　計 397,996 6.4 

標準財政規模 6,263,352 100.0 

実質赤字比率　（％） -6.35 ※

農業集落排水事業特別会計 22,824 0.4 

会　　計　　名 実質収支額 下水道事業特別会計 6,004 0.1 

国民健康保険特別会計 23,601 0.4 船上山発電所管理特別会計 3,615 0.1 

介護保険特別会計 26,514 0.4 

後期高齢者医療特別会計 136 0.0 法

非

適

用

企

業

※　実質収支又は連結実質収支が黒字である場合、

　「実質赤字比率（％）」又は「連結実質赤字比率（％）」は負の値で表示されます。 合　　　　　計 801,685 12.8 

標準財政規模（再掲） 6,263,352 100.0 

連結実質赤字比率　（％） -12.79 ※

鳥取県琴浦町
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総括表②　連結実質赤字比率等の状況　（令和元年度決算）



団体名

Ver.01.00

（単位：千円）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
元利償還金の額
（繰上償還額等
を除く）（３③
Ａ表「元利償還
金」欄の数値を
転記）

積立不足額を考
慮して算定した
額（３①表
「エ」欄の数値
を転記）

満期一括償還地
方債の１年当た
りの元金償還金
に相当するもの
（年度割相当
額）（３①表
「ウ」欄の数値
を転記）

公営企業に要す
る経費の財源と
する地方債の償
還の財源に充て
たと認められる
繰入金（３②表
「合計※」欄の
数値を転記）

一部事務組合等
の起こした地方
債に充てたと認
められる補助金
又は負担金

公債費に準ずる
債務負担行為に
係るもの

一時借入金の利
子

特定財源の額
（３③Ａ表「特
定財源計」欄の
数値を転記）

事業費補正によ
り基準財政需要
額に算入された
公債費

災害復旧費等に
係る基準財政需
要額

密度補正により
基準財政需要額
に算入された元
利償還金及び準
元利償還金(ただ
し、④～⑦に係
るものは、地方
債の元利償還額
を基礎として算
入されたものに
限る)

平成29年度 1,504,170 506,023 40,987 1,985 62,970 417,344 851,179 9,484

平成30年度 1,534,514 529,356 26,984 1,602 64,388 408,328 886,445 9,589

令和元年度 1,509,722 552,259 28,322 1,434 56,680 411,696 882,766 9,570

⑫ ⑬ ⑭ ⑮
標準税収入額等 普通交付税額 臨時財政対策債

発行可能額
地方財政法第５
条の３第４項第
１号の規定に基
づき総務大臣が
定める額
（特別区のみ記
入）

平成29年度 2,115,895 4,032,231 301,367 平成29年度 13.77144 

平成30年度 2,219,869 3,842,572 279,105 平成30年度 14.36727 

令和元年度 2,223,285 3,831,801 208,266 令和元年度 14.74043 

（参考）

ＰＦＩ事業に係る
債務負担行為に係
るもの（省令第７
条第１号）

いわゆる五省協定
等により、利便施
設及び公共施設を
買い取るために
行った債務負担行
為に係るもの（省
令第７条第２号）

国営土地改良事業
並びに独立行政法
人森林総合研究
所、独立行政法人
水資源機構及び独
立行政法人環境再
生保全機構の行う
事業に対する負担
金（省令第７条第
３号）

地方公務員等共済
組合が建設した職
員住宅等の無償譲
渡を受けるために
支払う賃借料（省
令第７条第４号）

社会福祉法人が施
設の建設のために
借り入れた借入金
の償還に対する補
助（省令第７条第
５号）

損失補償又は保証
に係る債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
６号）

地方公共団体以外
の者の債務を引き
受けた場合におけ
る当該債務の履行
に要する経費の支
出（省令第７条第
７号）

その他これらに準
ずると認められる
もの（省令第７条
第８号）

利子補給に係るも
の（政令第12条第
４号）

平成29年度 1,985 

平成30年度 1,602 

令和元年度 1,434 

鳥取県琴浦町

⑥の内訳

実質公債費比率
（単年度）

実質公債費比率
（３カ年平均）

14.2 

総括表③　実質公債費比率の状況（令和元年度決算）



Ver.01.00
団体名

将来負担額
（単位：千円）

地方道路公社 土地開発公社 地方独立行政法人 第三セクター等
(損失補償、信託、貸付)

12,734,708 114,671 7,505,392 340,304 1,438,158 22,235 0 0 0 22,235 0 0

（分母比） 257 2 151 7 29 0 0 

充当可能財源等
（単位：千円）

うち都市計画税

2,827,537 245,473 0 13,199,655

（分母比） 57 5 266 

447 328 119 

126 26 100

鳥取県琴浦町

将来負担額　A 充当可能財源等　Ｂ Ａ　－　Ｂ

22,155,468 16,272,665 5,882,803 将来負担比率　（％）

118.6 

標準財政規模　Ｃ 算入公債費等の額　Ｄ Ｃ　－　Ｄ

6,263,352 1,304,032 4,959,320

地方債の現在高
債務負担行為に

基づく支出予定額
公営企業債等
繰入見込額

組合
負担等見込額

退職手当
負担見込額

設立法人の
負債額等

負担見込額

連結実質
赤字額

組合連結実質
赤字額負担見込額

充当可能基金
充当可能
特定歳入

基準財政需要額
算入見込額

―

総括表④　将来負担比率の状況 （令和元年度決算）

―

＝ ＝



令和元年度

地方財政状況調査及び財政健全化判断比率

に係る報告書

琴 浦 町
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第１ 地方財政状況調査

１．調査の概要

地方自治法第252条の17の 5に基づき普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、
全国統一基準により各年度の決算に関する調査表を作成するもの。

２．対象となる会計

普通会計（一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計）
※純計決算額を調査するため、各会計間の重複するものを控除

３．調査結果

（１）決算規模、決算収支等の一覧

（単位：千円）

【用語】
実 質 収 支：歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額

単 年 度 収 支：当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額

実質単年度収支：単年度収支に、実質的な黒字要素（財政調整基金への積立金及び繰上償還額）を加え、

赤字要素（財政調整基金の取崩額）を差し引いた額

経常収支比率：義務的性格の経常経費に、経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見る

ことにより当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標。

【算定式】
（経常経費充当一般財源）

（経常一般財源総額）+（減収補填債特例分）+（臨時財政対策債）

歳入総額 歳出総額 形式収支 翌年度への繰 実質収支 単年度収支

（Ａ）　 （Ｂ）　 （Ｃ）　 越財源　　（Ｄ） (C-D)　　（Ｅ） (E-E')　　（Ｆ）

（Ｅ’）　

179,507

増減 △ 43,130 6,071 △ 49,201 △ 267,690 218,489 365,050

年度

R1 11,284,326 10,782,162 502,164 104,168 397,996 218,489

H30 11,327,456 10,776,091 551,365 371,858 △ 146,561

積立金 繰上償還金 積立金取崩額 実質単年度収支

（Ｇ）　 （Ｈ）　 （Ｉ）　 (F+G+H-I)

増減 △ 20,186 △ 183,240 △ 292,300 453,924 2.6%

年度 経常収支比率

R1 121,755 816 245,700 95,360 96.9%

H30 141,941 184,056 538,000 △ 358,564 94.3%
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（２）基金、起債残高の状況

ア 基金残高

当初予算編成時の財源調整を財政調整基金等の取り崩しで対応しており、9月補正予算にお
いて、繰越金や普通交付税の余剰分で積み立てることができなかったことが要因である。

（単位：千円）

イ 地方債残高

道路新設工事等大型のハード事業の抑制や臨時財政対策債の減額のため、借入額が少なくな
ったことが要因である。

（単位：千円）

区 分 R1年度末残高 H30 年度末残高 増 減

①財政調整基金 848,259 972,204 △123,945

②減債基金 286,618 285,516 1,102

③その他特定目的基金 1,978,242 2,038,068 △59,826

④土地開発基金 188,956 188,956 0

計 3,302,075 3,484,744 △182,669

区 分 R1 年度末残高 H30年度末残高 増 減

地方債残高 12,734,708 13,442,417 △707,709



3

（３）歳入

歳入については、前年度に対し、△43,130 千円（△0.4%）となった。
・繰入金△394,183 千円・・・財政調整基金（H30災害復旧事業等）△292,300 千円
・地方債△105,239 千円・・・臨時財政対策債△70,839 千円
・地方交付税△43,163 千円・・普通交付税（特例措置による段階的な縮減等）△10,771 千円

特別交付税（災害復旧事業の対象額の減額）△32,392 千円
・都道府県支出金+237,993 千円・・・災害復旧事業に伴う歳入+311,724 千円
・国庫支出金+74,086 千円・・・災害復旧事業に伴う歳入+39,085 千円
・地方特例交付金+46,194 千円・・・子ども・子育て支援臨時交付金（皆増）+43,215 千円

≪歳入の状況≫ （単位：千円、％）
※端数処理により、計と内訳が一致しない場合がある。

①地方税 ［対前年度△9,357 千円（△0.5%）］
・町民税（法人）△29,190 千円・・・法人税の多い町内企業数社の業績悪化によるもの

②地方交付税 ［対前年度△43,163 千円（△1.0%）］
・普通交付税△10,771 千円
合併算定替による縮減が△90%となったことによるもの （令和 2年度から特例措置無し）。
措置額：R1:30,149 千円（10％）－H30：90,447 千円（30％）＝△60,298 千円

・特別交付税△32,392 千円
前年に措置されていた平成 30 年台風 24 号災害復旧事業分の減額によるもの。

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
1 地方税 1,717,020 15.2 1,726,377 15.2 ▲ 9,357 ▲ 0.5
2 地方譲与税 108,470 1.0 103,839 0.9 4,631 4.5
3 利子割交付金 1,915 0.0 3,929 0.0 ▲ 2,014 ▲ 51.3
4 配当割交付金 6,778 0.1 5,567 0.0 1,211 21.8
5 株式等譲渡所得割交付金 4,741 0.0 4,352 0.0 389 8.9
6 地方消費税交付金 300,680 2.7 322,044 2.8 ▲ 21,364 ▲ 6.6
7 ゴルフ場利用税交付金 1,886 0.0 1,662 0.0 224 13.5
8 軽油引取税・自動車取得税交付金 14,886 0.1 28,546 0.3 ▲ 13,660 ▲ 47.9
9 3,359 0.0 0 0.0 3,359 －

10 地方特例交付金 52,144 0.5 5,950 0.1 46,194 776.4
11 地方交付税 4,093,952 36.3 4,137,115 36.5 ▲ 43,163 ▲ 1.0
12 交通安全対策特別交付金 1,257 0.0 1,530 0.0 ▲ 273 ▲ 17.8
13 分担金及び負担金 23,275 0.2 25,000 0.2 ▲ 1,725 ▲ 6.9
14 使用料 177,576 1.6 196,363 1.7 ▲ 18,787 ▲ 9.6
15 手数料 27,308 0.2 27,045 0.2 263 1.0
16 国庫支出金 1,081,138 9.6 1,007,052 8.9 74,086 7.4
17 都道府県支出金 1,146,859 10.2 908,866 8.0 237,993 26.2
18 財産収入 32,260 0.3 18,354 0.2 13,906 75.8
19 寄附金 381,918 3.4 365,144 3.2 16,774 4.6
20 繰入金 733,360 6.5 1,127,543 10.0 ▲ 394,183 ▲ 35.0
21 繰越金 551,365 4.9 397,317 3.5 154,048 38.8
22 諸収入 123,213 1.1 109,656 1.0 13,557 12.4
23 地方債 698,966 6.2 804,205 7.1 ▲ 105,239 ▲ 13.1

うち臨時財政対策債 208,266 1.8 279,105 2.5 ▲ 70,839 ▲ 25.4

11,284,326 100.0 11,327,456 100.0 ▲ 43,130 ▲ 0.4

R1 H30 比較

自動車税環境性能割交付金

合計

区分
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③各種交付金 ［対前年度+14,066 千円（＋3.8%）］
・子ども・子育て支援臨時交付金+43,215 千円
3歳児以上の保育料等の無償化（国）に伴う子ども・子育て支援臨時交付金の皆増によるもの。

④国庫支出金 ［対前年度+74,086 千円（+7.4%）］
・現年発生公共土木施設災害復旧費補助金＋39,085 千円
平成 30 年台風 24 号災害復旧事業の実施によるもの。

・ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金＋36,159 千円
小・中学校への空調設備整備の実施によるもの。

⑤都道府県支出金 ［対前年度＋237,993 千円（+26.2%）］
・現年発生農業用施設災害復旧費補助金＋211,598 千円
・現年発生農地災害復旧費補助金＋84,152 千円
・現年発生林道災害復旧費補助金＋15,974 千円
平成 30年台風 24 号災害復旧事業の実施によるもの。

⑥地方債 ［対前年度△105,239 千円（△13.1%）］
・臨時財政対策債△70,839 千円・・・普通交付税の合併算定替に伴う縮減等によるもの。

⑦繰入金 ［対前年度△394,183 千円（△35.0%）］
・財政調整基金が前年比△292,300 千円
前年度は災害復旧事業に多額の取り崩しがあったため相対的に減額となったことによるもの。

⑧寄附金 ［対前年度＋16,774 千円（＋4.6%）］
ふるさと納税寄附金+14,347 千円
メインとなる返礼品のカニの漁獲制限の枠内で安定供給ができたことによるもの。
ふるさと納税寄附金 R1:378,475 千円－H30:364,128 千円＝+14,347 千円

（４）歳出

歳出については、前年度に対し、+6,071 千円（+0.1%）となった。
（※繰越分 R1：1,154,802 千円－H30：294,086 千円＝+860,716 千円）
・災害復旧事業費+131,247 千円・・・繰越分の災害復旧事業を優先的に執行したことによるもの。
・普通建設事業費△113,309 千円・・・災害復旧事業を優先的に執行したことによるもの。
・公債費△208,032 千円・・・前年度行った繰上償還をしなかったことによるもの。
・物件費+144,331 千円・・・総合行政システム改修委託料等の増額によるもの。
・繰出金+28,671 千円・・・下水道事業特別会計繰出金（特環）等の増額によるもの。
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ア 性質別

（単位：千円、％）
※端数処理により、計と内訳が一致しない場合がある。

①義務的経費 ［対前年度△193,357 千円（△3.9%）］
・公債費△208,032 千円
昨年度は過去の高利率の起債の繰上償還（184,056 千円）を実施したことによるもの。
実質償還額は、元金△6,569 千円、利子△18,223 千円となった。
一般会計においては、R2に公債費のピークを迎え、R4まで 15 億円を超える状況が続く。

・扶助費△2,268 千円
対象者の死亡等で生活保護費△18,808 千円となったことによるもの。
H30:115 人⇒R1:109 人

②投資的経費 ［対前年度+17,938 千円（+1.4%）］
・災害復旧事業費+131,247 千円・・・災害復旧事業優先実施に伴う増額によるもの。
現年発生農業用施設災害復旧工事＋215,994 千円
現年発生農地災害復旧工事＋89,011 千円
現年発生公共土木施設災害復旧工事＋63,580 千円

・普通建設事業費△113,309 千円・・・災害復旧事業優先実施に伴う減額によるもの。
ヲナガケ川改修事業△98,231 千円（皆減）
生涯学習センター改修監理委託・工事△94,662 千円（皆減）
別所アクセス道路ＪＲ踏切拡幅委託・工事△58,403 千円（皆減）
小学校空調整備設計委託・工事＋246,124 千円
中学校空調整備設計委託・工事＋33,231 千円

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
1 人件費（a) 1,509,123 14.0 1,492,180 13.8 16,943 1.1
2 物件費 1,582,757 14.7 1,438,426 13.3 144,331 10.0
3 維持補修費 66,948 0.6 58,613 0.5 8,335 14.2
4 扶助費 1,718,458 15.9 1,720,726 16.0 ▲ 2,268 ▲ 0.1
5 補助費等 1,198,218 11.1 1,175,111 10.9 23,107 2.0
6 公債費 1,510,538 14.0 1,718,570 15.9 ▲ 208,032 ▲ 12.1
(1)元利償還金 1,510,538 14.0 1,718,570 15.9 ▲ 208,032 ▲ 12.1
(2)一時借入金利子 0 0.0 0 0.0 0 －

7 積立金 537,344 5.0 560,079 5.2 ▲ 22,735 ▲ 4.1
8 投資及び出資金・貸付金 11,438 0.1 11,657 0.1 ▲ 219 ▲ 1.9
9 繰出金 1,304,242 12.1 1,275,571 11.8 28,671 2.2

10 前年度繰上充用金 0 0.0 0 0.0 0 －
11 投資的経費 1,343,096 12.5 1,325,158 12.3 17,938 1.4

うち人件費（ｂ） 26,862 0.2 32,131 0.3 ▲ 5,269 ▲ 16.4
(1)普通建設事業費 876,528 8.1 989,837 9.2 ▲ 113,309 ▲ 11.4

うち単独事業費 417,805 3.9 609,944 5.7 ▲ 192,139 ▲ 31.5
(2)災害復旧事業費 466,568 4.3 335,321 3.1 131,247 39.1

歳出合計 10,782,162 100.0 10,776,091 100.0 6,071 0.1

うち人件費(a)+(b) 1,535,985 14.2 1,524,311 14.1 11,674 0.8
うち職員給 958,822 8.9 923,850 8.6 34,972 3.8

義務的経費（1+4+6） 4,738,119 43.9 4,931,476 45.8 ▲ 193,357 ▲ 3.9

R1 H30 比較
区    分
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③物件費 ［対前年度+144,331 千円（+10.0%）］
・総合行政システム改修委託料＋40,958 千円
健康管理システム改修業務+22,000 千円をはじめ各種システム改修費の増額によるもの。

・町営バス運行委託料＋38,883 千円･･･運転手不足に伴う運行委託料の増額によるもの。
・スクールバス運行委託料＋11,482 千円･･･運転手不足に伴う運行委託料の増額によるもの。

イ 目的別

（単位：千円、％）

※端数処理により、計と内訳が一致しない場合がある。

①総務費 ［対前年度+72,991 千円（4.0%）］
・総合行政システム改修委託料＋40,958 千円・・・各種システム改修費の増額によるもの。
・町営バス運行委託料＋38,883 千円・・・運転手不足に伴う運行委託料の増額によるもの。
・ふるさと未来夢基金積立金＋14,347 千円・・・寄附金の増額によるもの。
・行財政改革支援業務委託料＋9,794 千円（皆増）・・・新たな行財政改革事業実施によるもの。

②民生費 ［対前年度+57,484 千円（+1.9%）］
・児童扶養手当＋20,564 千円・・・制度改正に伴う支払月の増加によるもの。
・介護保険（介護給付費等繰出）＋14,466 千円
低所得者保険料軽減+11,009 千円と介護給付費+2,753 千円の増額によるもの。

・自立支援給付費＋11,160 千円
共同生活援助（グループホーム）の利用者の増加（H30：34人⇒R1：42 人）によるもの。

③農林水産業費 ［対前年度△41,236 千円（△4.8%）］
・農業基盤整備促進事業（皆減）△33,129 千円
・酪農振興対策関係事業補助金△32,565 千円
畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業（皆減）△33,784 千円

④消防費 ［対前年度△13,871 千円（△4.3%）］
・消防ポンプ自動車（第 10 分団）（皆減）△24,408 千円

決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
1 議会費 99,656 0.9 103,152 1.0 ▲ 3,496 ▲ 3.4
2 総務費 1,893,901 17.6 1,820,910 16.9 72,991 4.0
3 民生費 3,129,440 29.0 3,071,956 28.5 57,484 1.9
4 衛生費 398,305 3.7 414,057 3.8 ▲ 15,752 ▲ 3.8
5 農林水産業費 825,806 7.7 867,132 8.0 ▲ 41,326 ▲ 4.8
6 商工費 185,153 1.7 186,838 1.7 ▲ 1,685 ▲ 0.9
7 土木費 808,907 7.5 1,005,757 9.3 ▲ 196,850 ▲ 19.6
8 消防費 310,252 2.9 324,123 3.0 ▲ 13,871 ▲ 4.3
9 教育費 1,153,601 10.7 928,275 8.6 225,326 24.3

10 災害復旧費 466,568 4.3 335,321 3.1 131,247 39.1
11 公債費 1,510,573 14.0 1,718,570 15.9 ▲ 207,997 ▲ 12.1

10,782,162 100.0 10,776,091 100.0 6,071 0.1

R1 H30 比較

歳出合計

区    分
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⑤教育費 ［対前年度+225,326 千円（+24.3%）］
・小学校空調設備整備委託・工事＋246,124 千円
・中学校空調設備整備委託・工事＋33,231 千円
・どんぐりひろばトイレ整備委託・工事＋20,813 千円・・・工事実施に伴う増額によるもの。
・スクールバス運行管理業務委託料＋11,597 千円
運転手不足に伴う運行委託料の増額によるもの。

⑥災害復旧費 ［対前年度+131,247 千円（+39.1%）］
・現年発生農業用施設災害復旧工事＋215,994 千円・現年発生農地災害復旧工事＋89,011 千円
・現年発生公共土木施設災害復旧工事＋63,580 千円
平成 30 年 24号台風の災害復旧工事の繰越分の実施に伴う増額によるもの。

⑦公債費 ［対前年度△207,997 千円（△12.1%）］
・繰上償還△184,056 千円（皆減）
H30 に過去の高利率の起債を繰上償還した分の皆減。

（５）財政構造の弾力性（経常収支比率、財政力指数）

【参考】財政力指数(単年度)、H26：0.33、H27：0.33、H28：0.32、H29：0.30、H30：0.32、R1:0.32

①経常収支比率 96.9% ［対前年度 2.6 ポイント悪化］
○経常経費充当一般財源等+101,388 千円（分子）
・ふるさと広域連合負担金（最終処分場建設費）+15,050 千円
・下水道事業特別会計繰出金（特環）+14,670 千円 ・自立支援給付費+11,160 千円
・スクールバス運行管理業務委託料+14,220 千円 ・公債費の高止まり 1,509,722 千円

○経常一般財源等総額△69,588 千円（分母）
・普通交付税△10,771 千円 ・臨時財政対策債△70,839 千円
・町民税（法人）△29,190 千円 ・自動車取得税交付金△13,660 千円
・地方消費税交付金（一般財源分）△12,441 千円

【算定式】

経常収支比率：義務的性格の経常経費に、経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見る

ことにより当該団体の財政構造の弾力性を判断するための指標

経常経費充当：人件費、扶助費公債費などの毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に充

一般財源当された一般財源

経常一般財源：地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源

経常収支比率（％）
うち人件費

R1 96.9 21.6 0.31
H30 94.3 20.9 0.31

増減 2.6 0.7 0.00

区分 財政力指数

（経常経費充当一般財源）

（経常一般財源総額）+（減収補填債特例分）+（臨時財政対策債）
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②財政力指数（3ヶ年間の平均） 0.31［対前年度：同ポイント］
財政力指数については、令和元年度(単年度)の財政力指数（R1：0.318）は前年度に比べ、0．

02ポイント改善となったが、3ヶ年間の平均である本指数は、前年度と同じポイントであった。

・基準財政収入額+6,920 千円（※H30 年度が基準となっている）
町民法人税割+7,810 千円 固定資産税（家屋）+7,376 千円

・基準財政需要額+59,233 千円
公債費（合併特例債償還費）+17,059 千円 社会福祉費（児童扶養手当）+11,001 千円

【算定式】財政力指数 ※過去３ヶ年間の平均

※財政力指数が「１」に近い団体ほど財源に余裕がある団体。「１」を超える場合、普通交付税の不交付団体となる。

（基準財政収入額）

（基準財政需要額）
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第２ 健全化判断比率

１．調査の概要

地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表制度を設け、当該比率に応じて財政の早期健全
化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定するとともに、当該計画
の実施の促進を図り、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としたもの。
【根拠法令】地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94号）

２．対象となる会計

※純計決算額を調査するため、各会計間の重複するものを控除

①普通会計
一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計

②特別会計
国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計

③公営企業会計
農業集落排水事業特別会計、下水道事業特別会計、船上山発電所管理特別会計

（
健
全
財
政
）

（
財
政
悪
化
）

○自主的な改善努力による

財政健全化
・財政早期健全化計画の策定（議会の議
決）、外部監査の要求の義務付け

・実施状況を毎年度、議会へ報告
・早期健全化が著しく困難と認められる
ときは、総務大臣または知事が必要な
勧告

財政の早期健全化

○指標の整備と情報開示の徹底

→監査委員の審査に付し議会に報告し
公表

・実質公債費比率 18.0%未満の団体にあ
っては、一部地方債については、届出
による起債が可能

※琴浦町にあっては、実質公債費比
率の目標を 18.0%未満としてい
る。

○国等の関与による確実な再生
・財政早期健全化計画の策定（議会の議
決）、外部監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、
同意を求めることができる
【同意無】
・災害復旧事業等を除き、地方債
の起債を制限

【同意有】
・収支不足額を振り替えるため、
償還年限が計画期間内である
地方債（再生振替特例債）の起
債可

・財政運営が計画に適合しないと認めら
れる場合等においては、予算の変更等
を勧告

健全段階 財政の再生

早期健全化基準

実質赤字比率 14.33% 20.00%

連結実質赤字比率 19.33% 30.00%

実質公債費比率 25.00% 35.00%

将来負担比率 350.0%

財政再生基準

資金不足比率
（公営企業ごと）

20%
経営健全化基準
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３．調査結果

（１）各指標の結果一覧

ア 実質赤字比率

令和元年度においても、実質赤字はありませんでした。

イ 連結実質赤字比率

令和元年度においても、各対象会計において実質赤字はありませんでした。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

R1 － － 14.2% 118.6%

H30 － － 13.8% 118.6%

増減 － － +0.4% 0.0%

▼実質赤字比率とは、
(ア) 普通会計の実質赤字の標準財政規模※に対する指標

(イ) 普通会計の赤字の程度を表す指標で、財政運営の深刻度を示す。

【対象会計】普通会計（一般会計、住新会計）

【算定式】 一般会計等の実質赤字額 / 標準財政規模

※標準財政規模･･･地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すもの

（標準財政規模）＝（標準税収入額）＋（普通地方交付税額）＋（地方譲与税）

▼連結実質赤字比率とは、

(ア) 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率

(イ) 全ての会計の赤字の程度を表す指標で、自治体全体の財政運営の深刻度を示します。

【対象会計】普通会計（一般会計、住新会計）特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）

公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水）

【算定式】 連結実質赤字額 / 標準財政規模

連結実質赤字額とは

次の①及び②に掲げる額の合計が、③及び④に掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額をいう。

⇒ 実質赤字額 ＝（①＋②）－（③+④）

①一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額

②公営企業の特別会計のうち、資金不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

③一般会計又は公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

④公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額が生じた会計の資金の剰余額の合計額
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ウ 実質公債費比率

①地方債の元利償還金 △24,792 千円 【改善要因】
昨年度の高利率の起債の繰上償還、利率見直し、借入抑制によるもの。

②準元利償還金 ＋22,903 千円 【悪化要因】
・下水道事業特別会計繰出金（特環）+14,670 千円
・下水道事業特別会計繰出金（公共）+8,363 千円
起債償還財源に充当した繰入金が増加したことによるもの。

③特定財源 △7,708 千円【悪化要因】
・市町村合併支援交付金△9,772 千円・・・合併後 15 年経過に伴う皆減によるもの。

④標準財政規模 △78,194 千円 【悪化要因】
・普通交付税△10,771 千円 ・臨時財政対策債発行可能額△70,839 千円
合併算定替による縮減が△90%となったことによるもの。

令和元年度：14.2%（対前年：+0.4%悪化：平成 30年度：13.8%）

▼実質公債費比率とは、

(ア) 一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率

(イ) 借入金の返済額及びこれに準じる額の程度を表す指標で、資金繰りの危険度を示す。

(ウ) 3 カ年の平均値で表される。

【対象会計】普通会計（一般会計、住新会計） 特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）

公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水） 一部事務組合・広域連合等

【算定式】（①地方債の元利償還金+②準元利償還金）－（③特定財源+④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

／ （⑤標準財政規模）－（④元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

※準元利償還金・・・公営企業、一部事務組合等の償還財源とするための一般会計からの繰入金、負担金等
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エ 将来負担比率

①将来負担額 △802,667 千円 【改善要因】
・地方債現在高△707,709 千円
高利率の起債の繰上償還や道路改良事業等大型のハード事業等の借入抑制によるもの。

・債務負担行為支出予定額△30,740 千円

②充当可能特定歳入 △65,028 千円 【悪化要因】
住宅使用料△52,116 千円

③基準財政需要額算入見込額 △441,358 千円 【悪化要因】
・合併特例債償還費△334,252 千円 ・臨時財政対策債償還費△130,551 千円
・下水道費償還費△102,516 千円 ・財源対策債償還費△47,241 千円

④標準財政規模 △78,194 千円 【悪化要因】
・普通交付税△10,771 千円 ・臨時財政対策債発行可能額△70,839 千円
合併算定替による縮減が△90%となったことによるもの。

令和元年度：118.6%（対前年：0.0％、平成 30年度：118.6%）

▼将来負担比率とは

(ア) 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

(イ) 将来の財政負担の大きさを示す

【対象会計】普通会計（一般会計、住新会計） 特別会計（国保会計、介護会計、後期高齢会計）

公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水） 一部事務組合・広域連合等（ふるさと広域連合、）

【算定式】

（①将来負担額）－（②充当可能基金額+③特定財源見込額+④地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

／（⑤標準財政規模）－（⑥元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
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オ 資金不足比率

令和元年度においても、各対象会計において、資金不足はありませんでした。

▼資金不足比率とは

公営企業の資金の不足額の事業規模に対する比率

【対象会計】 公営企業会計（水道、電気、下水道、農業集落排水）

【算定式】 資金不足額 ／ 事業の規模

▼資金不足額

●法適用企業

（流動負債+建設改良等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高－流動資産） － （解消可能資産不足額）

●法非適業企業

（歳出額+建設改良等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高－歳入額） － （解消可能資金不足額）

※解消可能資産不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、

資金の不足額から控除する一定の額

▼事業の規模

●法適用企業 ：営業収益の額 － 受託工事収益の額

●法非適用企業：営業収益に相当する収入の額 － 受託工事収益に相当する収入の額


